
■対 象 者　・10a以上の農業を営む農家、集落営農組織、農業法人

・町内の販売業者から購入すること（中古農業機械も可）

■対象経費　�農作業の効率化、生産者の労働負担を軽減するため、稲作・園芸の基幹作業・管理作業に使用する

機械・設備の購入に要する経費※１台当たり30,000円（税別）を超える機械・設備の購入（１回

の購入２台まで）

■申請期限　事前申請（交付決定前に購入した場合は対象となりません）

■金　　額　補助対象経費の1/3以内（対象経営耕地面積に応じて以下の表のとおり）

対象経営耕地面積 10a以上50a未満 50a以上100a未満 100a以上400a未満 400a以上

補 助 金 上 限 額 50,000円 100,000円 250,000円 500,000円

■概　　要　�農業公社にて２年間のぶどう栽培実務研修（栽培

管理技術の習得等）

※事前に１か月の体験研修があります。

■対 象 者　�自己資金を有し、将来にわたり専業で農業経営を

行う55歳未満の方

■研 修 費　�月額150,000円（年額1,800,000円）�

※最長２年間支給

■住　　居　�新規就農者用住宅有（研修期間中）月額10,000円

※�制度変更の可能性がありますので、詳しくは農林課までお問

い合わせください。

■対 象 者　農業を営む生産者で事業申請される方

■対象経費　�１a以上、３本以上の新植、もしくは改植にかか

る販売を目的としたぶどう（ピオーネ、マスカッ

ト、シャインマスカット、オーロラブラック、紫

苑）の苗の購入費（上限50本（１人当たり））

■申請期限　�事前申請（交付決定前に購入した場合は対象とな

りません）

■金　　額　上限2,000円（苗１本当たり）

■対 象 者　・申請年度の４月１日現在30歳以下であること

・�卒業後初めて事業所等に就業し、本町に定住の

意思があること

・�同種の奨励金（UIターン）を受けていないこと

■申請期限　就業した日から１年間

■金　　額　50,000円

■対 象 者　・�町内に主たる事業所を置いて、小規模事業者と

して創業する方

・�吉備中央町商工会の指導を受けた事業計画を作

成していること

・�他の制度による補助を受けていないこと。受け

る予定のないこと

■対象経費　�事業に係る事務所・店舗等の建築・改修費、賃借

料、備品購入費・委託費等

■申請期限　�事前申請（交付決定前に実施した事業は対象とな

りません）

■金　　額　対象経費の2/3以内（上限1,000,000円）
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